
 
 

 

標準様式１ 

産業廃棄物収集・運搬委託特約事項 

1 （法の遵守） 

 発注者及び受注者は、処理業務の遂行に当たって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守

するものとする。 

2 （委託内容） 

2.1 （受注者の事業範囲） 

 受注者の事業範囲は以下のとおりであり、受注者はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを発注

者に提出し、本契約書に添付する。なお、許可事項に変更があったときは、受注者は速やかにその旨を発注者

に書面をもって通知するとともに、変更後の許可証の写しを発注者に提出し、本契約書と共に保管する。 

 

◎収集運搬に関する事業範囲 

〔産業廃棄物〕 

許可都道府県・政令市：         許可都道府県・政令市：         

許可の有効期限          ：         許可の有効期限          ：         

事 業 範 囲          ： 別添許可証写しのとおり 事 業 範 囲          ：         

許 可 の 条 件          ：         許 可 の 条 件          ：         

許 可 番 号          ：         許 可 番 号          ：         

〔特別管理産業廃棄物〕 

許可都道府県・政令市：         許可都道府県・政令市：         

許可の有効期限          ：         許可の有効期限          ：         

事 業 範 囲          ：         事 業 範 囲          ：         

許 可 の 条 件          ：         許 可 の 条 件          ：         

2.2 （輸入廃棄物の有無） 

① 委託する産業廃棄物には、輸入廃棄物は含まない。 

② 委託する産業廃棄物には、次の輸入廃棄物を含む。 

                     

2.3 （運搬の最終目的地） 

 受注者は、発注者から委託された 契約書別紙記載の産業廃棄物を、発注者の指定する次の最終目的地に搬

入する。 

 

 

別紙特約事項 

許可証の写し
の内容を転記
する。 
（「事業範囲」
については、
「別添許可証
写しのとおり」
と記載して差
し支えありま
せん。） 

①若しくは②を選択する。 
②の場合、その廃棄物の内容を記載する。 

運搬先が運搬元と許可権者が異なる場合
（基本的には県外）、こちらも記載する。 



 
 

 

氏            名：                     

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

住 所                ：                            

許可都道府県・政令市：                         

許可の有効期限                ：                           

事 業 の 区 分                ：                           

産業廃棄物の種類：                           

許 可 の 条 件                ：                           

許 可 番 号                ：                           

事 業 場 の 名 称                ：                           

所 在 地                ：                           

2.4 （積替保管） 

① 受注者は、発注者から委託された産業廃棄物の積替えを行わない。 

② 受注者は、発注者から委託された産業廃棄物の積替保管を行う。積替保管は法令に基づき、かつ、契

約期間内に確実に収集・運搬できる範囲で行う。この場合において、安定型産業廃棄物は、他の安定

型産業廃棄物と混合することがあり得るものとする。なお、積替保管の場所において選別は行わない

こととする。 

③ 受注者は、発注者から委託された産業廃棄物の積替保管を行う。積替保管は法令に基づき、かつ、契

約期間内に確実に収集・運搬できる範囲で行う。この場合、受注者はこの契約に係る産業廃棄物を他

人の産業廃棄物と混合してはならない。なお、積替保管の場所において選別は行わないこととする。 

積替保管施設に搬入できる産業廃棄物の種類：                

積替保管施設の所在地：                          

積替保管施設の保管上限：                         

3 （適正処理に必要な情報の提供） 

3.1 発注者は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、仕様書により受注者に提供する。 

ア 産業廃棄物の発生工程 

イ 産業廃棄物の性状及び荷姿 

ウ 腐敗、揮発等性状の変化に関する事項 

エ 混合等により生ずる支障 

オ 日本産業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関

する事項 

カ 石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、そ

の事項 

キ その他取扱いの注意事項 

契約時、受注者の事業形態により、①②③のいずれかを選択する。 
（原則①を使用するが、例えば建設混合廃棄物等を扱うような場合は②
を、電池や少量の薬品など、小型車で収集後、大型車に積替えた方が契約
金額を安くできる場合などは③を使用することもできる。） 

許可証の写し
の内容を転記
する。 
 



 
 

3.2 発注者は、委託契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託する産業廃棄物

の性状等の変更があった場合は、受注者に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通

知する。なお、受注者の業務及び処理方法に支障を生ずるおそれがある場合の、性状等の変動幅は、製造

工程又は産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化、混入物の発生等の場合であり、

発注者は受注者と通知する変動幅の範囲について、あらかじめ協議の上定めることとする。 

3.3 発注者は、委託する産業廃棄物の性状が 3.1 により作成した書面の情報のとおりであることを確認し、受

注者に引き渡す容器等に表示する。 

3.4 発注者は、委託する産業廃棄物のマニフェストの記載事項は正確に漏れなく記載することとし、虚偽又は

記載漏れがある場合は、受注者は委託物の引き取りを一時停止しマニフェストの記載修正を発注者に求め、

修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。 

3.5 発注者は、契約期間内に、次のとおり、公的検査機関又は環境計量証明事業所において「産業廃棄物に含

まれる金属等の検定方法」（昭和４８年２月環境庁告示第１３号）による試験を行い、分析証明書を受注者

に提示する。 

産業廃棄物の種類          ：                        

提示する時期又は回数：                        

4 （発注者及び受注者の責任範囲） 

受注者は、発注者から委託された産業廃棄物を、その積み込み作業の開始から、2.3 に規定する運搬の最終

目的地における荷下ろし作業の完了まで、法令に基づき適正に収集・運搬しなければならない。 

5 （再委託の禁止） 

業務委託契約約款（以下「約款」という。）第13条の規定に加え、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施

行令第６条の12若しくは第６条の15の規定を遵守するものとする。 

6 （委託業務終了報告） 

  約款第30条の適用については、次のとおりとする。 

6.1 約款第30条第１項の通知には、それぞれの運搬区間に応じたマニフェストＢ２、Ｂ４、Ｂ６票又は、電子

マニフェストの運搬終了報告（以下「マニフェスト運搬終了報告」を添付することとする。  

 

6.2 約款第30 条第２項の検査については、マニフェスト運搬終了報告の内容により確認することとし、「受注

者の立会いの上」については、運搬担当者名が適正に記入押印、若しくは入力されていることを確認する

ことにより対応できるものとする。  

 

 

継続的な委託により、産業廃棄物の有害物質濃度が
変化することが想定される場合等に記載する。それ
以外の場合は削除して問題ありません。 



 
 

7 （業務の中止） 

  業務の中止については、約款第19条に定めるほか、次のとおりとする。 

7.1 受注者は、発注者から委託された産業廃棄物の適正処理が困難となる事由が生じたときには、業務を一時

中止し、直ちに発注者に当該事由の内容及び、発注者における影響が最小限となる措置を講ずる旨を書面

により通知する。発注者はその間は、新たな処理の委託は行わないこととする。 

7.2 発注者は受注者から前項の通知を受けたときは、速やかに現状を把握した上、適切な措置を講ずるものと

する。 

8 （契約の解除に伴う措置） 

約款第44条第４項の「物件」には委託物を含むものとする。 

 

 



 
 

標準様式２ 

産業廃棄物処分委託特約事項 

1 （法の遵守） 

 発注者及び受注者は、処理業務の遂行に当たって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守

するものとする。 

2 （委託内容） 

2.1 （受注者の事業範囲） 

 受注者の事業範囲は以下のとおりであり、受注者はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを発注

者に提出し、本契約書に添付する。なお、許可事項に変更があったときは、受注者は速やかにその旨を発注者

に書面をもって通知するとともに、変更後の許可証の写しを発注者に提出し、本契約書と共に保管する。 

◎ 処分に関する事業範囲 

〔産業廃棄物〕             〔特別管理産業廃棄物〕 
許可都道府県・政令市：        許可都道府県・政令市：        

許 可 の 有 効 期 限          ：         許 可 の 有 効 期 限          ：         

事 業 区 分          ： 別添許可証写しのとおり  事 業 区 分          ：        

産業廃棄物の種類          ：        産業廃棄物の種類          ：        

許 可 の 条 件          ：        許 可 の 条 件          ：        

許 可 番 号          ：        許 可 番 号          ：        

2.2 （輸入廃棄物の有・無） 

 ① 委託する産業廃棄物には、輸入廃棄物は含まない。 

② 委託する産業廃棄物には、次の輸入廃棄物を含む。 

                     

2.3 （処分の場所、方法及び処理能力） 

 受注者は、発注者から委託された契約書別紙記載の産業廃棄物を次のとおり処分する。 

事業場の名称        ：                    
所 在 地        ：                    
処 分 の 方 法        ：                    
施設の処理能力 ：                    

2.4 （最終処分の場所、方法及び処理能力） 

 発注者から、受注者に委託された産業廃棄物の最終処分（予定）を次のとおりとする。 

最終処分先の番号 

 

事業場の名称 

 

所在地 

 

処分方法 

 

施設の処理能力 

 
１     

２     

３     

別紙特約事項 

許可証の写しの 
内容を転記する。 
（「事業範囲」につ 
いては、「別添許可 
証写しのとおり」 
と記載して差し支え 
ありません。） 

「事業場の名称」は事業者から聞取った名称を記
入し、「所在地」、「処分の方法」及び「施設の処理
能力」については、許可証の写しの内容を転記す
る。 

①若しくは②を選択する。 
②の場合、その廃棄物の内容を記載する。 



 
 

４     

５     

６     

７     

2.5 （搬入業者） 

 契約書別紙記載の産業廃棄物の、2.3 に指定する事業場への搬入は、次の収集・運搬業者が行う。 

氏                名：                          
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 
住               所：                            

許可都道府県・政令市：        許可都道府県・政令市：         

許 可 の 有 効 期 限          ：        許 可 の 有 効 期 限          ：         

事 業 の 範 囲          ：        事 業 の 範 囲          ：         

許 可 の 条 件          ：        許 可 の 条 件          ：         

許 可 番 号          ：        許 可 番 号          ：         

3 （適正処理に必要な情報の提供） 

3.1 発注者は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、仕様書により受注者に提供する。 

ア 産業廃棄物の発生工程 

イ 産業廃棄物の性状及び荷姿 

ウ 腐敗、揮発等性状の変化に関する事項 

エ 混合等により生ずる支障 

オ 日本産業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関

する事項 

カ 石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その

事項 

キ その他取扱いの注意事項 

  

収集運搬委託における許可証の写しの内容を転記する。 



 
 

 
3.2 発注者は、委託契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託する産業廃棄物

の性状等の変更があった場合は、受注者に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通

知する。なお、受注者の業務及び処理方法に支障を生ずるおそれがある場合の、性状等の変動幅は、製造

工程又は産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化、混入物の発生等の場合であり、

発注者は受注者と通知する変動幅の範囲について、あらかじめ協議のうえ定めることとする。 

3.3 発注者は、委託する産業廃棄物の性状が 3.1 により作成した書面の情報のとおりであることを確認し、受

注者に引き渡す容器等に表示する。 

3.4 発注者は、委託する産業廃棄物のマニフェストの記載事項は正確にもれなく記載することとし、虚偽又は

記載漏れがある場合は、受注者は委託物の引き取りを一時停止しマニフェストの記載修正を発注者に求め、

修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。 

3.5 発注者は、次の産業廃棄物について、契約期間内に以下に定めるとおり、公的検査機関又は環境計量証明

事業所において「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」（昭和４８年２月環境庁告示第１３号）による

試験を行い、分析証明書を受注者に提示する。 

産業廃棄物の種類          ：                        

提示する時期又は回数：                        

4 （発注者及び受注者の責任範囲） 

受注者は、発注者から委託された産業廃棄物を、処分の完了まで、法令に基づき適正に処理しなければな

らない。 

5 （再委託の禁止） 

業務委託契約約款（以下「約款」という。）第13条の規定に加え、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施

行令第６条の12若しくは第６条の15の規定を遵守するものとする。 

6 （委託業務終了報告） 

  約款第30条の適用については、次のとおりとする。 

6.1 約款第30条第１項の通知には、マニフェストＤ票又は、電子マニフェストの処分終了報告（以下「マニ

フェスト処分終了報告」という。）を添付することとする。 

6.2 約款第 30 条第２項の検査については、マニフェスト処分終了報告の内容により確認することとし、「受

注者の立会いの上」については、処分担当者名が適正に記入押印、若しくは入力されていることを確認す

ることにより対応できるものとする。 

7 （業務の一時停止） 

  業務の中止については、約款第19条に定めるほか、次のとおりとする。 

7.1 受注者は、発注者から委託された産業廃棄物の適正処理が困難となる事由が生じたときには、業務を一時

停止し、ただちに発注者に当該事由の内容及び、発注者における影響が最小限となる措置を講ずる旨を書

継続的な委託により、産業廃棄物の有害物質濃度が
変化することが想定される場合等に記載する。それ
以外の場合は削除して問題ありません。 



 
 

面により通知する。発注者はその間は、新たな処理の委託は行わないこととする。 

7.2 発注者は受注者から前項の通知を受けたときは、速やかに現状を把握した上、適切な措置を講ずるものと

する。 

8 （契約の解除に伴う措置） 

約款第44条第４項の「物件」には委託物を含むものとする。 

 

 

 

 



 
 

標準様式３ 

産業廃棄物収集・運搬及び処分委託特約事項 

1 （法の遵守） 

 発注者及び受注者は、処理業務の遂行に当たって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守

するものとする。 

2 （委託内容） 

2.1 （受注者の事業範囲） 

 受注者の事業範囲は以下のとおりであり、受注者はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを発注

者に提出し、本契約書に添付する。なお、許可事項に変更があったときは、受注者は速やかにその旨を発注者

に書面をもって通知するとともに、変更後の許可証の写しを発注者に提出し、本契約書と共に保管する。 

◎収集運搬に関する事業範囲 

〔産業廃棄物〕 
許可都道府県・政令市：         許可都道府県・政令市：         
許 可 の 有 効 期限          ：         許 可 の 有 効 期限          ：         
事 業 範 囲          ：別添許可証写しのとおり 事 業 範 囲          ：         
許 可 の 条 件          ：         許 可 の 条 件          ：         
許 可 番 号          ：         許 可 番 号          ：         

  〔特別管理産業廃棄物〕 
許可都道府県・政令市：         許可都道府県・政令市：         
許 可 の 有 効 期限          ：         許 可 の 有 効 期限          ：         
事 業 範 囲          ：         事 業 範 囲          ：         
許 可 の 条 件          ：         許 可 の 条 件          ：         
許 可 番 号          ：         許 可 番 号          ：         

 
◎ 処分に関する事業範囲 

〔産業廃棄物〕             〔特別管理産業廃棄物〕 

許可都道府県・政令市：        許可都道府県・政令市：        
許 可 の 有 効 期 限          ：         許 可 の 有 効 期 限          ：         

事 業 区 分          ：別添許可証写しのとおり 事 業 区 分          ：        
産業廃棄物の種類          ：        産業廃棄物の種類          ：        
許 可 の 条 件          ：        許 可 の 条 件          ：        
許 可 番 号          ：        許 可 番 号          ：        

2.2 （輸入廃棄物の有・無） 

 ① 委託する産業廃棄物には、輸入廃棄物は含まない。 

② 委託する産業廃棄物には、次の輸入廃棄物を含む。 

                     

 

別紙特約事項 

①若しくは②を選択する。 
②の場合、その廃棄物の内容を記載する。 

運搬先が運搬元と許可権者が異なる場合
（基本的には県外）、こちらも記載する。 

許可証の写しの 
内容を転記する。 
（「事業範囲」につ 
いては、「別添許可 
証写しのとおり」 
と記載して差し支え 
ありません。） 



 
 

2.3 （処分の場所、方法及び処理能力） 

 受注者は、発注者から委託された契約書別紙記載の産業廃棄物を次のとおり処分する。 

事業場の名称       ：                          
所 在 地       ：                                             
処 分 の 方 法       ：                                             
施設の処理能力：                          

2.4 （最終処分の場所、方法及び処理能力） 

 発注者から、受注者に委託された産業廃棄物の最終処分（予定）を次のとおりとする。 

最終処分先の番号 

 

事業場の名称 

 

所在地 

 

処分方法 

 

施設の処理能力 

 
１     

２     

３     

４     

５     

６     

７     

2.5 （収集・運搬過程における積替保管） 

①受注者は、発注者から委託された産業廃棄物の積替えを行わない。 

②受注者は、発注者から委託された産業廃棄物の積替保管を行う。積替保管は法令に基づき、かつ、契約

期間内に確実に収集・運搬できる範囲で行う。この場合において、安定型産業廃棄物は、他の安定型産業

廃棄物と混合することがあり得るものとする。なお、積替保管の場所において選別は行わないこととす

る。 

③受注者は、発注者から委託された産業廃棄物の積替保管を行う。積替保管は法令に基づき、かつ、契約

期間内に確実に収集・運搬できる範囲で行う。この場合受注者はこの契約に係る産業廃棄物を他人の産業

廃棄物と混合してはならない。なお、積替保管の場所において選別は行わないこととする。 

積替保管施設に搬入できる産業廃棄物の種類：                    

積替保管施設の所在地：                               

積替保管施設の保管上限：                              

3 （適正処理に必要な情報の提供） 

3.1 発注者は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、仕様書により受注者に提供する。 

ア 産業廃棄物の発生工程 

イ 産業廃棄物の性状及び荷姿 

ウ 腐敗、揮発等性状の変化に関する事項 

エ 混合等により生ずる支障 

「事業場の名称」は事業者から聞取った名称を記
入し、「所在地」、「処分の方法」及び「施設の処理
能力」については、許可証の写しの内容を転記す
る。 

許可証の写し
の内容を転記
する。 
 

契約時、受注者の事業形態により、①②③のいずれかを選択する。 
（原則①を使用するが、例えば建設混合廃棄物等を扱うような場合は②を、
電池や少量の薬品など、小型車で収集後、大型車に積替えた方が契約金額
を安くできる場合などは③を使用することもできる。） 



 
 

オ 日本産業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関

する事項 

カ 石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その

事項 

キ その他取扱いの注意事項 
 

3.2 発注者は、委託契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託する産業廃棄物

の性状等の変更があった場合は、受注者に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通

知する。なお、受注者の業務及び処理方法に支障を生ずるおそれがある場合の、性状等の変動幅は、製造

工程又は産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化、混入物の発生等の場合であり、

発注者は受注者と通知する変動幅の範囲について、あらかじめ協議のうえ定めることとする。 

3.3 発注者は、委託する産業廃棄物の性状が 3.1 により作成した書面の情報のとおりであることを確認し、受

注者に引き渡す容器等に表示する。 

3.4 発注者は、委託する産業廃棄物のマニフェストの記載事項は正確にもれなく記載することとし、虚偽又は

記載漏れがある場合は、受注者は委託物の引き取りを一時停止しマニフェストの記載修正を発注者に求め、

修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。 

3.5 発注者は、次の産業廃棄物について、契約期間内に以下に定めるとおり、公的検査機関又は環境計量証明

事業所において「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」（昭和４８年２月環境庁告示第１３号）による

試験を行い、分析証明書を受注者に提示する。 

産業廃棄物の種類          ：                        
提示する時期又は回数：                        

4 （発注者及び受注者の責任範囲） 

受注者は、発注者から委託された産業廃棄物を、その積み込み作業の開始から処分の完了まで、法令に基づ

き適正に処理しなければならない。 

5 （再委託の禁止） 

 業務委託契約約款（以下「約款」という。）第13条の規定に加え、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令第６条の12若しくは第６条の15の規定を遵守するものとする。 

6 （委託業務終了報告） 

約款第30条の適用については、次のとおりとする。 

6.1 約款第30条第１項の通知には、収集・運搬業務については、それぞれの運搬区間に応じたマニフェストＢ

２、Ｂ４、Ｂ６票又は、電子マニフェストの運搬終了報告（以下「マニフェスト運搬終了報告」という。）

で、処分業務についてはマニフェストＤ票又は、電子マニフェストの処分終了報告（以下「マニフェスト

処分終了報告」という。）を添付することとする。 

 

継続的な委託により、産業廃棄物の有害物質濃度が
変化することが想定される場合等に記載する。それ
以外の場合は削除して問題ありません。 



 
 

6.2 約款第30条第２項の検査については、マニフェスト運搬終了報告及びマニフェスト処分終了報告の内容に

より確認することとし、「受注者の立会いの上」については、運搬担当者名及び処分担当者名が適正に記入

押印、若しくは入力されていることを確認することにより対応できるものとする。 

7 （業務の一時停止） 

  業務の中止については、約款第19条に定めるほか、次のとおりとする。 

7.1 受注者は、発注者から委託された産業廃棄物の適正処理が困難となる事由が生じたときには、業務を一時

停止し、ただちに発注者に当該事由の内容及び、発注者における影響が最小限となる措置を講ずる旨を書

面により通知する。発注者はその間は、新たな処理の委託は行わないこととする。 

7.2 発注者は受注者から前項の通知を受けたときは、速やかに現状を把握した上、適切な措置を講ずるものと

する。 

8 （契約の解除に伴う措置） 

約款第44条第４項の「物件」には委託物を含むものとする。 

 

 

 


